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中
園
の
正
史
編
纂
の
歴
史
に
お
い
て
、
唐
朝
初
期
は
重
要
な
劉
期
を
な
し
て

い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
餐
化
は
、
唐
以
前
は
個
人
の
著
述
で
あ
っ
た
も
の

が
、
唐
以
後
は
政
府
に
お
い
て
官
僚
た
ち
が
分
纂
す
る
も
の
に
な
っ
た
、
と
い

う
結
で
あ
る
。
本
渡
表
の
目
的
は
、
唐
初
に
お
け
る
正
史
編
纂
事
業
の
過
程
に

検
討
を
加
え
、
こ
の
よ
う
な
襲
化
が
生
じ
た
政
治
的
背
景
を
解
明
す
る
こ
と
で

あ
る
。唐

の
官
同
組
の
武
徳
五
年
三
ハ
二
二
〉
、
梁
・
陳
・
北
貌
・
北
斉
・
北
周
・
隔

の
六
朝
の
正
史
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
未
完
の
ま
ま
駿
紹
さ
れ

た
。
・
次
い
で
太
宗
の
貞
観
三
年
公
ハ
二
九
〉
に
北
貌
以
外
の
五
朝
史
に
つ
い
て

事
業
が
再
開
さ
れ
、
十
年
(
六
一
二
六
)
に
完
成
し
た
。
こ
れ
が
現
在
二
十
四
史

に
枚
め
ら
れ
て
い
る
諸
史
で
あ
る
。
貞
観
年
聞
に
は
、
さ
ら
に
『
菅
書
』
の
改

修
と
『
五
代
士
山
』
(
現
行
『
惰
書
』
の
志
。
完
成
は
原
慶
年
開
)
の
編
纂
と
が

行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
が
唐
初
の
正
史
編
纂
の
概
要
で
あ
る
ρ

武
徳
の
修
史
事
業
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
た
め
見
逃
さ
れ
や
す
い
が
、
一
つ

の
史
書
を
複
数
の
官
僚
が
搭
嘗
す
る
分
纂
の
形
態
を
取
っ
て
い
る
黙
で
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
蛍
時
の
唐
朝
官
僚
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
仕
し
て
き
た
王
朝
の
系
統

に
遠
い
が
あ
り
、
各
王
朝
の
正
史
を
編
纂
す
る
に
掛
固
た
っ
て
、
系
統
ご
と
に
均

衡
を
取
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

貞
観
の
修
史
事
業
で
も
分
纂
の
形
態
を
取
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
じ
構
成
上

は
太
宗
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
者
が
大
部
分
を
占
め
、
か
つ
宰
相
の
房
玄
齢
が

監
修
園
史
の
任
に
嘗
た
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
宰
相
を
頂
黙
と
す
る
分
纂
の
形
態
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
武
徳
と
貞
観
と
い
う
、
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
段
階
を
経
で
賓
現
し
た
の

で
あ
る
。
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本
務
思
表
は
、
乾
隆
期
以
降
、
顕
著
に
現
象
化
し
て
く
る
、
客
民
が
科
拳
(
と

く
に
童
試
)
を
受
験
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
、
寄
籍
地
H
現
居
住
地
の
郷
貫

獲
得
の
問
題
、
と
り
わ
け
郷
貫
の
移
縛
た
る
縛
籍
の
問
題
を
検
討
し
、
こ
れ
を

通
じ
て
、
戸
籍
制
度
上
の
里
甲
制
的
原
籍
主
義
(
卸
ち
、
移
住
禁
止
)
か
ら
保

甲
制
的
現
居
佳
地
主
義
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る
、
乾
隆
期
の
位
置
を
考
察
せ

ん
と
す
る
，も
の
で
あ
る
。
な
お
、
客
民
に
つ
い
て
は
、
現
居
住
地
の
籍
貫
、
と

く
に
郷
貫
を
有
し
て
い
な
い
者
、
と
考
え
て
お
く
。

清
朝
中
央
の
政
策
を
検
討
す
る
と
ρ

付
乾
隆
期
に
は
、
事
寅
上
原
籍
主
義

を
放
-棄
し
て
い
た
ド
同
し
か
し
、
明
確
に
縛
籍
を
許
可
し
、
郷
寅
制
度
上
、

原
籍
主
義
を
放
棄
し
た
の
は
、
乾
隆
五
九
年
で
あ
っ
た
ド
国
同
は
個
別
人
民

な
い
し
個
別
家
族
が
、
原
籍
地
の
血
縁
・
地
縁
の
祉
曾
的
諸
関
係
か
ら
離
脱
す

る
こ
と
を
中
央
が
骨
骨
必
承
認
し
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
ド
同
し
か


